
 

郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領新旧対照表 

改正後 改正前 

令和４年８月２日制定 

令和７年10月28日改正 

［財務部契約検査課］ 

 

（ＣＣＵＳ活用に要する費用） 

第７条 ＣＣＵＳ活用に要する費用は、別表の実施基準の全てを達成でき 

た場合に、カードリーダー購入等費用（新規購入分）及び現場利用料に 

ついて、工事請負費率の対象外とし、以下のとおり支出実績に基づき設 

計変更を行う。 

 

 

附 則 

この要領は、令和４年８月２日から施行し、令和４年９月１日以降に起 

工する工事から適用する。 

附 則 

この要領は、令和７年10月28日から施行し、令和７年11月１日以降に起 

工する工事から適用する。 

 

 

 

 

 

 

令和４年８月２日制定 

                                   

［財務部契約検査課］ 

 

（ＣＣＵＳ活用に要する費用） 

第７条 ＣＣＵＳ活用に要する費用は、別表の実施基準の全てを達成でき 

た場合に、カードリーダー購入等費用（新規購入分）及び現場利用料に 

ついて、工事請負費率の対象 とし、以下のとおり支出実績に基づき設 

計変更を行う。 

 

 

附 則 

この要領は、令和４年８月２日から施行し、令和４年９月１日以降に起

工する工事から適用する。 
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郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領新旧対照表 

改正後 改正前 

別表 

 

 

特記仕様書記載例 

１ 推奨工事 

（建設キャリアアップシステム活用工事） 

第○条 本工事は、キャリアアップシステム活用工事（推奨工事）である。 

２ 受注者は、「郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」

（令和７年10月改正）に基づき実施するものとする。 

 

２ 義務化工事 

（建設キャリアアップシステム活用工事） 

第○条 本工事は、キャリアアップシステム活用工事（義務化工事）であ

る。 

２ 受注者は、「郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」

（令和７年10月改正）に基づき実施するものとする。 

 

別表 

 

 

特記仕様書記載例 

１ 推奨工事 

（建設キャリアアップシステム活用工事） 

第○条 本工事は、キャリアアップシステム活用工事（推奨工事）である。 

２ 受注者は、「郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」

（令和４年８月制定）に基づき実施するものとする。 

 

２ 義務化工事 

（建設キャリアアップシステム活用工事） 

第○条 本工事は、キャリアアップシステム活用工事（義務化工事）であ 

る。 

２ 受注者は、「郡山市建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」

（令和４年８月制定）に基づき実施するものとする。 
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